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・若い社員を育てる　〜上司・先輩に期待する３つのこと〜

・健全な批判ができる職場

・脳機能を活性化する食べ物　ブレインフード

・花粉症で悩む皆さま！　早めの治療や予防行動を！

・百獣画録・インターネットセミナーご御案内

・健康情報　誰もが自分らしく生きられる、幸せな社会を
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仙台中税務署では、次表のとおり「令和６年分所得税の定額減税」に関する説明会を

開催します。 

日 付 午前の部 
午後の部 

１回目 

午後の部 

２回目 
会 場 

３月 27 日(水) 

10：00～ 

 11：00 

1３：30～ 

 1４：３0 

1５：00～ 

 1６：00 

卸町会館 

４F 大会議室 

仙台市若林区卸町 2-15-2 

４月 ８日(月) 

４月 23 日(火) 

５月 ９日(木) 

５月 14 日(火) 

・上記特設サイトに掲載する制度解説動画※をご視聴いただいた後、質疑応答等を行い

ます。（※３月中旬掲載予定）

・各回定員 140 名です。出席を希望される方は、国税庁の LINE 公式アカウントから

事前にお申し込みください。 

特設サイトはこちら ⇒ 

源泉徴収事務につきましては、日頃から格別のご協力をいただき感謝申し上げます。

 令和６年分所得税の定額減税について、「令和６年度税制改正の大綱｣(令和 5 年 12 月

22 日閣議決定)において税制改正の内容が決定されました。 

国税庁では、国税庁ホームページに「令和６年分所得税の定額減税」に関する特設サ

イトを開設し、令和６年度税制改正法案が成立・施行された場合の※令和６年分所得税

定額減税の実施要領案について、予め周知・広報を実施しております。 

 特設サイトには定額減税制度の詳しい情報や Q&A などを掲載し、随時最新情報に

更新していることから、ぜひご覧いただき、定額減税事務の準備にご活用ください。 

※令和６年２月 20 日現在の情報に基づき作成しています。 

国税庁 LINE 

公式アカウント⇒ 

【定額減税に関するご相談・お問合せ窓口】 

給与支払者向け所得税定額減税コールセンター 

℡ 0570-02-4562（受付 9:00～17:00 土日祝除く）

【説明会に関するお問合せ先】 

 仙台中税務署 法人課税第２部門 

 ℡ 022-204-6293（ダイヤルイン）

「令和６年分所得税の定額減税」説明会のご案内 

「令和６年分所得税の定額減税」特設サイトのご案内 

～ 源泉徴収義務者の皆さまへ ～ 

仙台中税務署からのお知らせ仙台中税務署からのお知らせ




